
埼玉県総合評価方式活用ガイドラインVer.2１ 及び
埼玉県土木工事委託業務総合評価方式活用ガイドラインVer.８ の主な改定点等

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

【工事】 改定通知：令和８年３月〇〇日 、 適用開始：令和８年７月１日以降公告の工事から
（主な改定点）
〇「八潮市道路陥没事故への対応」の評価項目を新規設定
〇「工事成績評定（地域担手型）」の評価基準（工事成績評定）の改定
〇「新製品・新技術の活用」の評価項目の改定（県の新製品・新技術の紹介制度等の評価を廃止）（令和６年度事前周知済み項目）

〇「優秀工事表彰」、「優秀技術者表彰」の評価基準の改定（評価対象期間の前倒し（受賞の翌月から評価対象とする））
〇「インターンシップ等の受入れ実績」の評価対象の見直し（小・中学校対象の現場見学会の開催も評価対象に追加）
〇「ＩＣＴ活用工事の実施」の評価基準の改定（当該工事での活用と過去の実績を併せて評価）（令和７年度事前周知済み項目）

〇「ISO9001の取得」、 ISO14001の取得（「C02削減対策」中）の評価廃止（令和６年度事前周知済み項目）

【委託】 改定通知：令和８年３月〇〇日 、 適用開始：令和８年７月１日以降公告の業務委託から
（主な改定点）
〇「八潮市道路陥没事故への対応」の評価項目を新規設定
〇「優秀委託業務表彰」の評価基準の改定
（新規創設の表彰制度を評価対象に追加、評価対象期間の前倒し（受賞の翌月から評価対象とする））

〇「ISO9001の取得」、 ISO14001の取得（「C02削減対策」中）の評価廃止（令和６年度事前周知済み項目）

【工事】【委託】
〇DX関係表彰制度の受賞の評価
〇企業の賃上げに関する取組の評価
〇担い手確保の取組（若手・女性・高齢技術者の活用、新規入職者の継続的な雇用など）の評価
【工事】
〇カーボンニュートラルの評価基準の見直し

※上記は検討予定の項目であり、変更することを決定したものではありません

ガイドラインの主な改定点

令和９年度以降の改定に向けた主な検討事項
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